
契 約 書（案） 

 

１ 業務名   

  一時保護委託対応協力事業 

２ 契約金額 

（１）1時間あたり金額 

  

（２）その他 

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び

地方税法（昭和 25年法律第 226 号）の規定により算出したもので、契約金額に 110 分の

10 を乗じて得た額である。 

３ 契約期間      令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 契約保証金     契約金額の100分の10(愛知県財務規則第129条の３各号に該当

する場合は、全部又は一部の納付を免除) 

５ その他特約事項   なし 

   

愛知県（以下「甲」という。）と    （以下「乙」という。）との間において、上記

業務の委託について別添条項により契約を締結する。 

この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

令和８年 月 日 

 

甲 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

愛知県 

愛知県知事 大 村 秀 章 

 

乙 所在地  

  名 称 

  代表者氏名 

付添者の勤務時間帯  契約単価（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

午前 5時～午後 10時 金    円 

午後 10 時～午前 5時 金    円 

項目 契約金額（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

付添者の付添勤務中

の食事代 

付添者が６時間以上勤務し、勤務時間中の児童の食事回数に

限り１回 820 円を上限として実費。 

履行場所への往復に

係る付添者の交通費 

公共交通機関は実費。自動車（タクシーを除く）の場合は走

行距離（km、ただし 1km 未満は切り捨て）に 25円を乗じた額 

付添者の付添勤務中

の寝具類の使用料 

実費。ただし、寝具類の仕様及び数量は必要最低限のものと

すること。 



（権利義務の譲渡等） 

第１条  乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者

に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企

業信用保険法施行令（昭和 25年政令第 350 号）第１条の３に規定する金融機関に対して

売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の

効力は、愛知県財務規則（昭和 39年愛知県規則第 10号）第 64 条に基づき、収支等命令

者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。 

 （一括再委託の禁止） 

第２条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託

することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

 （秘密の保持） 

第３条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 （監督） 

第４条 甲は、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督

することができる。  

 （業務報告及び検査） 

第５条 乙は毎月において当該月の業務が完了したときは、完了報告書（仕様書様式 3）を

速やかに甲に提出するものとし、甲は、完了報告書（仕様書様式 3）を受理したときは、

10 日以内にその内容を検査するものとする。 

２ 検査の方法は甲の任意とし、乙はその決定に対して異議を申し立てることはできない。 

３ 検査の結果、不合格となり、補正を命ぜられたときは、乙は、遅滞なく当該補正を行

い、再検査を受けなければならない。 

４ 検査の結果が合格であるときは、甲は乙に対しその旨を通知する。 

（履行遅延の場合における違約金） 

第６条 乙が、履行を遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、

天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額（1,000 円未満の端数金額

及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。）に対し、年 2.5 パ－セントの割合で算出した

額とする。 

３ 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、

その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。 

（代金の支払） 

第７条 乙は前条の規定による検査に合格したときは、当該月の実績額の支払いについて

甲に請求することができる。 

２甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に契約金額を乙に支払わなけ

ればならない。 

３ 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和

24 年法律第 256 号）第８条の規定に基づいて年 2.5 パ－セントの割合で算出した遅延利

息を乙に支払わなければならない。 



 （契約の解除） 

第８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解

除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わない

ものとする。 

 (1) この契約の条項に違反したとき。 

 (2) 契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。 

 (3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 

 (4) 期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。 

 (5) 契約解除の申立てをしたとき。 

 (6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約単価に発注予定数量を乗

じて得た金額の 10 分の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

 (1) 前項の規定により契約が解除された場合。ただし、前項第２号又は第４号に掲げる

事項が、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りで

ない。 

 (2) 乙がその契約の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって履行不能と

なった場合 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

 (2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

 (3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第２項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。ま

た既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。  

 （談合その他不正行為に係る解除） 

第９条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解

除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わない

ものとする。 

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第

１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第２０条第２項において準用する場合を

含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第１７条の２又は第２０条第１項の規

定による命令（以下｢排除措置命令｣という。）を行い、当該排除措置命令が確定した

とき。 

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項（第



８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第７条の９第１項の規定に

よる課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定し

たとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消され

た場合を含む。）。 

(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第８条の４第１項の

規定による命令（以下｢競争回復措置命令｣という。）を行い、当該競争回復措置命令

が確定したとき。  

(4) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法律第４

５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に

規定する刑が確定したとき。  

(5) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法第１９８条の規定によ

る刑が確定したとき。    

２ 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が

同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 

３ 前条第２項及び第４項の規定は、前２項により契約を解除した場合に、これを準用す

る。 

 （談合その他不正行為に係る賠償金の支払） 

第 10 条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か

にかかわらず、賠償金として、契約単価に発注予定数量を乗じて得た金額の１０分の２に

相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も

同様とする。ただし、前条第１項第１号から第３号までのうち、排除措置命令、納付命令

又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取

引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売

である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。 

２ 乙は、前条第１項第４号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し

たときは、前項の規定にかかわらず、契約単価に発注予定数量を乗じて得た金額の１０

分の３に相当する額を支払わなければならない。 

 （1） 前条第１項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３の

規定の適用があるとき。 

 （2） 前条第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者で

あることが明らかになったとき。 

（3） 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金

の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

４ 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金

を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代

表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあって

は非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に



関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者

及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及

び支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

(2) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団員等」

という。）若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与し

ている法人等を利用するなどしていると認められるとき。 

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。 

(5) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知り

ながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の

賠償を乙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責を負わないものとする。 

（妨害等に対する報告義務等） 

第 12 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるも

のをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益

がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的

に正当なものと認められないものをいう。）(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、

速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。 

２ 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと

認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契

約の相手方としない措置を講じることがある。 

（個人情報の保護） 

第 13 条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

「個人情報取扱事務委託基準」を守らなければならない。 

 （愛知県財務規則の準用） 

第 14 条 この契約の条項に定めるもののほかは、愛知県財務規則の定めるところによる。 

 （紛争の処理） 

第 15 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、公正な第三者を選定し、当事者と協議

解決を図るものとする。 

 （協議） 

第 16 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、別

に決定する。 

 



別記 

個人情報取扱事務委託基準 

（基本的事項） 

 第１ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害す

ることのないよう努めなければならない。 

 ２ 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成 25 年法律第 27 号）第２条第８項に規定する特定個人情報（以下「特定個人情報」とい

う。）の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、愛知県における特定個人情報

の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。 

  （管理体制） 

 第２ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従

業者（乙の組織内にあって直接又は間接に乙の指揮監督を受けて業務に従事している者を

いい、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。）

の管理及び実施体制並びに個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な

事項について定めた書面を甲に提出する。 

（秘密の保持） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に

よる事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用して

はならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。 

（従業者の明確化等） 

第４ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り

扱う従業者のほか、甲が必要と認める場合については、書面により甲にあらかじめ報告す

るものとする。なお、変更する場合も同様とする。 

２ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により乙が負う

個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。 

３ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働

者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。 

（再委託の禁止） 

第５ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う事務を自ら処理するものとし、やむを得

ず他に再委託（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１

項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含み、再委託先が再々委託を行うなど、

二以上の段階にわたる委託を行う場合を含む。以下同じ。）するときは、あらかじめ書面に

より甲の承認を得るものとする。甲の承認を得た再委託先の変更を行う場合も同様とする。 

２ 乙は、甲の承認により個人情報を取り扱う事務を再委託するときは、この契約により

乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも書面で義務付けた上で、当該義務

を遵守させるものとし、乙はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。また、甲

の承認により再委託する場合には、再委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に

照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全



部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。 

（目的外収集、利用の禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するとき

は、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。 

（複写、複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録され

た資料等（電磁的記録を含む。以下同じ。）を、甲の承認なしに複写し、又は複製してはな

らない。また、甲の承認により複写し、又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行う

ものとする。 

（第三者への提供の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承認なしに第三者に提供し

てはならない。また、甲の承認により第三者に提供する場合には、提供する個人情報は提

供目的に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる

記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。 

（作業場所等の特定及び持ち出しの禁止） 

第９ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業

場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承認なしにこれらの場所以外に持ち出しては

ならない。 

 （安全管理措置に関する事項） 

第１０ 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために提供を受けた個人情報及び乙

自らが当該事務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の

個人情報の適切な管理（再委託先による管理を含む。）のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

（資料等の返還等） 

第１１ 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還

し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとす

る。 

２ 乙は、甲の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した

記録を作成し、甲に証明書等により報告するものとする。また、乙が個人情報を削除又は

廃棄するにあたっては、個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。 

（第三者等からの回収） 

第１２ 乙が、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、甲の承認を得て再委託

による提供をした場合又は甲の承認を得て第三者に提供した場合、乙は、甲の指示により、

当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。 

（報告検査等） 

第１３ 甲は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況につい



て、乙に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は乙に対して指

示を与えることができる。なお、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従

わなければならない。 

（事故の場合の措置） 

第１４ 乙は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又

は発生したおそれのある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれ

のあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この場合、

甲は、乙に対して、個人情報保護のための措置（個人情報が記録された資料等の第三者か

らの回収を含む。）を指示することができる。 

（損害賠償） 

第１５ 乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠

ったことにより甲が損害を被った場合、甲にその損害を賠償しなければならない。 


